
議案第 １０ 号  

 

昭島市指定文化財の指定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ７年 ５月１３日 

 

 

提出者 昭島市教育委員会 

     教育長 山 下 秀 男  

 

 

昭島市指定文化財の指定について 

 

昭島市文化財保護条例（昭和 51 年昭島市条例第 31 号）第４条第１項の規

定に基づき、下記の文化財を昭島市指定文化財に指定する。 

 

記 

 

種 別 名  称 所有者又は管理者 

有形文化財 

（考古資料） 
和田哲氏寄贈資料一括 昭島市教育委員会 

 

 

（提案理由） 

昭島市文化財保護審議会条例（昭和 51 年昭島市条例第 32 号）第２条の規

定に基づき昭島市文化財保護審議会より答申があったため、昭島市指定文化

財に指定する必要がある。 





 

参

考

文

献 

付

記 

指

定

の 

理

由 

創

始

及

び 

沿

革 

 

現

況 

指

定

年

月

日 

所

有

者 

（
所
有
者
の
住
所
） 

名

称 

記

号

番

号 

「
八
王
子
市
平
町
縄
文
前
期
遺
跡
」『
古
代
』
第
五
一
号 

一
九
六
八
年 

和
田 

哲 

「
多
摩
川
流
域
の
諸
磯
文
化
（
一
）」
『
多
摩
考
古
』
第
二
三
号 

 

一
九
九
三
年 

和
田 

哲 

「
多
摩
川
流
域
の
諸
磯
文
化
（
二
）」
『
多
摩
考
古
』
第
二
四
号 

 

一
九
九
四
年 

和
田 

哲 

『
東
部
関
東
縄
文
前
期
後
半
の
文
化
―
土
器
の
型
式
編
年
を
中
心
と
し
て
―
』 

一
九
五
八
年 

和
田 

哲 

『
縄
文
前
期
浮
島
系
土
器
論
』 

一
九
五
九
年
著 

一
九
九
六
年
刊 

和
田 

哲 

『
和
田
寄
贈
資
料
目
録
』 

二
〇
二
二
年 

和
田 

哲 

 
 

右
記
よ
り
、
い
ず
れ
も
考
古
学
に
資
す
る
貴
重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
昭
島
市
の
原

始
時
代
の
研
究
に
と
っ
て
も
大
変
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
括
し
て
昭
島
市
文
化
財
保

護
条
例
（
昭
和
五
一
年
昭
島
市
条
例
第
三
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
昭
島
市
指
定
有
形

文
化
財
（
考
古
資
料
）
に
指
定
す
る
。 

川
原
道
遺
跡
（
龍
津
寺
東
遺
跡
の
一
部
）
出
土
の
縄
文
中
期
か
ら
後
期
の
完
形
品
と
、
ほ
ぼ
復

元
さ
れ
た
土
器
は
六
七
点
に
及
ぶ
。
中
で
も
ナ
ン
バ
ー
四
三
の
土
器
は
、
発
見
当
初
、
復
元
方
法

が
未
確
立
の
た
め
、
和
田
哲
氏
が
調
査
を
経
て
、
昭
和
二
六
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
最
初
に
復

元
さ
れ
た
も
の
で
、
当
時
の
復
元
技
術
を
伝
え
る
貴
重
な
遺
物
で
あ
る
。
ま
た
、
ナ
ン
バ
ー
五
一

の
土
器
は
縄
文
後
期
初
頭
、
東
北
南
部
の
綱
取
式
土
器
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ

る
。
他
に
ナ
ン
バ
ー
六
三
の
鉢
形
土
器
は
、
底
部
に
網
代
底
の
圧
痕
が
明
瞭
に
残
っ
て
い
る
。 

一
方
、
八
王
子
市
の
平
町
遺
跡
出
土
の
約
二
千
点
近
い
土
器
片
の
中
に
は
、
本
地
域
で
は
当
時
、

初
め
て
見
つ
か
っ
た
茨
城
県
霞
ケ
浦
方
面
の
浮
島
式
土
器
や
、
関
西
方
面
の
北
白
川
下
層
式
土
器

が
数
点
出
土
し
て
い
る
。
な
お
、
北
白
川
下
層
式
土
器
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
東
西
交
流
の
様
相

を
知
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
は
研
究
者
の
関
心
を
引
き
、
現
在
で
は
周
辺
の
多
く
の
遺
跡
で

追
認
さ
れ
て
い
る
。 

他
に
も
、
表
面
採
集
さ
れ
た
各
地
の
土
器
、
石
器
な
ど
、
遺
物
収
納
コ
ン
テ
ナ
約
二
百
箱
に
及

ぶ
資
料
、
漁
労
用
の
網
の
底
に
つ
け
る
錘
、
多
数
の
土
堀
り
具
で
あ
る
打
製
石
斧
な
ど
い
ず
れ
も
、

文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

和
田
哲
氏
は
考
古
学
を
専
門
と
し
、
昭
島
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
と
し
て
会
長
を
務
め
る

な
ど
六
十
年
以
上
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
昭
島
市
文
化
財
行
政
に
尽
力
さ
れ
て
い
る
。 

 

令
和
四
年
九
月
に
和
田
哲
氏
よ
り
、
川
原
道
遺
跡
（
龍
津
寺
東
遺
跡
の
一
部
）
出
土
物
や
八
王

子
市
の
平
町
遺
跡
出
土
物
な
ど
、
資
料
一
括
が
市
教
育
委
員
会
に
寄
贈
さ
れ
、
現
在
は
ア
キ
シ
マ

エ
ン
シ
ス
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
資
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
和
田
寄
贈
資
料
目
録
」
に
て
記
載
の
通
り
で
あ
り
、
そ
の

数
は
、
一
万
点
を
超
え
る
。 

令
和
七
年
五
月
一
三
日 

昭
島
市
教
育
委
員
会 

（
昭
島
市
田
中
町
一
丁
目
一
七
番
一
号
） 

和
田
哲
氏
寄
贈
資
料
一
括 

昭
島
市
指
定
第
三
二
号 

告

示 

保
管
場
所 

住

所 

種

別 

令
和
七
年
五
月
一
四
日 

昭
島
市
郷
土
資
料
室 

昭
島
市
つ
つ
じ
が
丘
三
丁
目 

三
番
一
五
号 

昭
島
市
指
定
有
形
文
化
財 

（
考
古
資
料
） 



参考資料 

ナンバー43 

・発見当時、復元方法が未確定であったため、和田哲氏が調査を経て、昭和 26 年から 27 年にかけて最初

に復元された。当時の復元技術を伝える貴重な土器である。 

 

ナンバー51 

・縄文後期初頭の東北南部に分布する綱取式土器の特徴を備えた土器。当時の交流関係を知ることができ

る。 

     

ナンバー63 

・底部に網代底（あじろぞこ）の圧痕が明瞭に残っている鉢形土器。 

   


	【議案10】昭島市指定文化財の指定について
	1-02【別紙1】答申（和田哲氏寄贈資料一括）情報交換会後修正
	1-03【別紙2】市指定文化財理由書（和田哲氏寄贈資料一括）情報交換会後修正
	1-04【別紙3】参考資料（和田哲氏寄贈資料一括）

